
　　　　　　　　　主　　　　文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人森川金寿、同南典男、同森川文人、同林和男、同山内一浩の上告理由

一及び二について

　本件は、東京都新宿区の住民である上告人らが、地方自治法（以下「法」という。）

二四二条の二第一項一号の規定に基づき、本件人骨処理費の支出等の差止めを求め

る住民訴訟である。

　法二四二条の二第一項一号の規定による住民訴訟の制度は、普通地方公共団体の

執行機関又は職員による法二四二条一項所定の財務会計上の違法な行為（以下「当

該行為」という。）を予防するため、一定の要件の下に、住民に対し当該行為の全

部又は一部の事前の差止めを裁判所に請求する権能を与え、もって地方財務行政の

適正な運営を確保することを目的としたものである。このような事前の差止請求の

趣旨及び目的に照らすと、法二四二条の二第一項ただし書にいう「回復の困難な損

害を生ずるおそれがある場合」とは、当該行為によって普通地方公共団体が事後的

に回復することが困難な財産的損害を被るおそれがある場合をいうものと解するの

が相当である。

　【要旨第一】本件においては、遺族から本件人骨の焼却につき損害賠償請求訴訟

を提起された場合の応訴費用の負担等が差止請求の対象である本件人骨処理費の支

出と相当因果関係を有するものでないことは明らかであり、原審が適法に確定した

ところによると、本件人骨処理費は四四九万五〇〇〇円であり、法二四二条の二第

一項四号所定の訴訟によって事後的に損害賠償請求等をすることを妨げる事情もな

いというのであるから、本件訴えが同項ただし書にいう「回復の困難な損害を生ず
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るおそれがある場合」に当たらないとした原審の判断は、正当として是認すること

ができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難

するものにすぎず、採用することができない。

　同三について

　法二四二条の二第一項ただし書は、住民訴訟を提起することができる者及び場合

を定めた本文に続いて「ただし、第一号の請求は、当該行為により普通地方公共団

体に回復の困難な損害を生ずるおそれがある場合に限る」と定め、当該行為の事前

差止めを請求することができる場合を限定している。そして、同項所定の住民訴訟

は、自己の法律上の利益にかかわらない普通地方公共団体の住民という資格で特に

法によって出訴することが認められている民衆訴訟の一種であり、このうち同項一

号所定の差止請求訴訟は、事後的な請求によっては目的を達成することができない

場合に限って設けられた訴訟類型とみられる。これらにかんがみると、【要旨第二

】回復の困難な損害を生ずるおそれがないにもかかわらず提起された差止請求訴訟

は、法により特に出訴が認められた住民訴訟の類型に該当しない訴えとして、不適

法といわざるを得ない。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することがで

き、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するも

のにすぎず、採用することができない。

　よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

（裁判長裁判官　奥田昌道　裁判官　千種秀夫　裁判官　元原利文　裁判官　金谷

利廣）
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